
日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）について

●成年後見制度等問い合わせ先一覧●

知的障害　　たじかの園　　　　　　　　　　電話　06（6423）0210　　Fax　06（6423）8151 
　　　　　　三田谷学園　　　　　　　　　　電話　06（4950）5811　　Fax　06（4950）5828 
　　　　　　ななくさ清光園　　　　　　　　電話　0798（56）1700　　Fax　0798（56）1701
　　　　　　相談支援センターことのは　　　電話　06（4950）6150　　Fax　06（4950）0245
精神障害　　ポルタ　　　　　　　　　　　　電話　06（4256）7993　　Fax　06（4256）6997 
　　　　　　サポートセンターさくら　　　　電話　06（6430）9225　　Fax　06（6491）3837 

中央地区　　中央東地域包括支援センター　　電話　06（4868）8300　　Fax　06（4868）8303 
　　　　　　中央西地域包括支援センター　　電話　06（6430）5615　　Fax　06（6430）7720 
小田地区　　小田南地域包括支援センター　　電話　06（6488）0180　　Fax　06（6488）0190 
　　　　　　小田北地域包括支援センター　　電話　06（6498）5111　　Fax　06（6492）1100 
大庄地区　　大庄南地域包括支援センター　　電話　06（6417）0125　　Fax　06（4950）4715 
　　　　　　大庄北地域包括支援センター　　電話　06（6430）0511　　Fax　06（6430）0512 
立花地区　　立花南地域包括支援センター　　電話　06（6428）7112　　Fax　06（6423）0130 
　　　　　　立花北地域包括支援センター　　電話　06（6480）7553　　Fax　06（6480）7554 
武庫地区　　武庫東地域包括支援センター　　電話　06（4962）5308　　Fax　06（4962）5309 
　　　　　　武庫西地域包括支援センター　　電話　06（6438）3955　　Fax　06（6438）3956 
園田地区　　園田南地域包括支援センター　　電話　06（6494）8087　　Fax　06（6494）8086 
　　　　　　園田北地域包括支援センター　　電話　06（6498）0826　　Fax　06（6498）0909

尼崎市成年後見等支援センター　北部（塚口さんさんタウン 1番館 5階）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　06（4950）0614　　Fax　06（6428）5129 
　　　　　　　　　　　　　　　南部（出屋敷リベル 5階）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　06（6415）6291　　Fax　06（6430）6857 
尼崎市保健福祉センター　福祉相談支援課
　　　　　　　　　　　　　　　北部（塚口さんさんタウン 1番館 5階） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　06（4950）0496　　Fax　06（6428）5109 
　　　　　　　　　　　　　　　南部（出屋敷リベル 5階） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　06（6415）6276　　Fax　06（6430）6807 

認知症や知的・精神障害等のために判断能力が不十分である
人には、次のように、本人に代わって契約や相続の手続きを
行うことが必要な場合があります。

家庭裁判所に申立てをします。本人の親族以外に、弁護士・
司法書士等の専門家や、複数の人、法人を選任することも可
能です。専門家等が後見人を務める場合、本人の財産から報
酬を支払う必要がありますが、その金額については、後見人
等の支援内容等に応じて家庭裁判所が決定します。報酬の支
払いが難しい方は、市より助成を受けられる場合があります
（成年後見制度利用支援事業）。
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その他の制度として、将来判断能力が不十分になったときに備え、判断能力がある間に自分で将
来の後見人を選ぶ任意後見制度や、成年後見制度の利用に至らないが、判断能力に不安が
ある方へ日常的な金銭管理等の支援を行う日常生活自立支援事業などがあります。

〈成年後見人の選任が必要な場合（例）〉
●福祉サービスの契約等の締結　●不動産の管理・処分
●財産管理・身上監護　●相続放棄　●遺産分割協議

全般について

高齢者関係 地域包括支援センター

障害者関係 相談支援事業所

成年後見制度の申立てをしたい（家事相談）

任意後見制度について・公正証書の作成について

神戸家庭裁判所尼崎支部　　　　電話　06（6438）3781

阪神公証センター　　　　　　　電話　06（4961）6671　　Fax　06（4961）6685

尼崎市社会福祉協議会
（尼崎市成年後見等支援センター）北部（塚口さんさんタウン1番館5階）電話　06（4950）0614
　　　　　　　　　　　　　　　南部（出屋敷リベル5階）　　　　　　電話　06（6415）6291

※最新の連絡先は尼崎市ホームページのページ番号「1004095」で検索してください。



不十分な人

（福祉サービス利用援助事業）
日常生活自立支援事業の活用日常生活自立支援事業の活用日常生活自立支援事業の活用

（3,000～5,000円）

●本人情報シート　●診断書（医療機関によって費用は異なる）など

本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、任意後見人、任意後見監督人、
市町村長（注）等
（注）本人を含め、4親等内の親族による申立が困難な場合など
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成年後見制度の類型成年後見制度の類型成年後見制度の類型
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●登記されていないことの証明書（本人）


